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(57)【要約】
【課題】ユーザの利便性を向上できる情報処理装置、情
報処理システム、情報処理方法、及び車両を提供する。
【解決手段】情報処理装置１０は、制御部１１を備える
。制御部１１は、道路ノード５１及び道路リンク５２を
含む道路網５０において、第１車両３０の出発地及び目
的地に基づいて決定された走行経路５４を出力する。制
御部１１は、第１車両３０の寸法情報と、走行経路５４
に含まれる道路ノード５１である対象ノードに進入する
進入リンクの道路幅と、対象ノードから退出する退出リ
ンクの道路幅とに基づいて、第１車両３０が対象ノード
を通行できるか判定する。制御部１１は、第１車両３０
が対象ノードを通行できないと判定した場合、走行経路
５４を変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御部を備え、
　前記制御部は、
　道路ノード及び道路リンクを含む道路網において、第１車両の出発地及び目的地に基づ
いて決定された走行経路を出力し、
　前記第１車両の寸法情報と、前記走行経路に含まれる前記道路ノードである対象ノード
に進入する進入リンクの道路幅と、前記対象ノードから退出する退出リンクの道路幅とに
基づいて、前記第１車両が前記対象ノードを通行できるか判定し、
　前記第１車両が前記対象ノードを通行できないと判定した場合、前記走行経路を変更す
る、情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記進入リンクの道路と前記退出リンクの道路とが前記対象ノードで交
わる角度に更に基づいて、前記第１車両が前記対象ノードを通行できるか判定する、請求
項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、運転者の運転技術の高さを表す運転技術情報に基づいて、前記運転者が
前記第１車両を運転する場合に前記第１車両が前記対象ノードを通行できるか判定する、
請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記運転技術情報を、前記運転者が前記第１車両で前記対象ノード、又
は、前記対象ノードと異なる前記道路ノードを通行した走行データに基づいて生成する、
請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第１車両が前記対象ノードを通行する場合の難度を表す通行難度が
所定難度以上である場合に、前記第１車両が前記道路ノードを通行できないと判定する、
請求項１から４までのいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記通行難度を、前記第１車両が前記対象ノードを通行する場合に必要
な切り返し回数に基づいて設定する、請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記通行難度を、前記第１車両の外形の軌跡又はタイヤが通過する軌跡
の、前記対象ノードの周辺の障害物に対するクリアランスに基づいて設定する、請求項５
又は６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記通行難度を、前記第１車両と異なる第２車両が前記対象ノードを通
行した走行データに基づいて設定する、請求項５から７までのいずれか一項に記載の情報
処理装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第１車両が前記対象ノードを通行する場合の難度を表す通行難度が
前記運転技術情報に基づいて定まる所定難度以上である場合に、前記運転者が運転する前
記第１車両が前記道路ノードを通行できないと判定する、請求項３又は４に記載の情報処
理装置。
【請求項１０】
　前記第１車両の寸法情報は、前記第１車両の全長、全幅、対角長、ホイールベース、及
び、最小回転半径のうち少なくとも１つを含む、請求項１から９までのいずれか一項に記
載の情報処理装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０までのいずれか一項に記載の情報処理装置として機能するサーバと、
前記サーバと通信可能に接続される端末装置とを備える情報処理システム。
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【請求項１２】
　情報処理装置が、道路ノード及び道路リンクを含む道路網において、第１車両の出発地
及び目的地に基づいて決定された走行経路を出力することと、
　前記情報処理装置が、前記第１車両の寸法情報と、前記走行経路に含まれる前記道路ノ
ードである対象ノードに進入する進入リンクの道路幅と、前記対象ノードから退出する退
出リンクの道路幅とに基づいて、前記第１車両が前記対象ノードを通行できるか判定する
ことと、
　前記情報処理装置が、前記第１車両が前記対象ノードを通行できないと判定した場合、
前記走行経路を変更することと
を含む情報処理方法。
【請求項１３】
　前記情報処理装置が、前記進入リンクの道路と前記退出リンクの道路とが前記対象ノー
ドで交わる角度に更に基づいて、前記第１車両が前記対象ノードを通行できるか判定する
ことを更に含む、請求項１２に記載の情報処理方法。
【請求項１４】
　前記情報処理装置が、運転者の運転技術の高さを表す運転技術情報に基づいて、前記運
転者が前記第１車両を運転する場合に前記第１車両が前記対象ノードを通行できるか判定
することを更に含む、請求項１２又は１３に記載の情報処理方法。
【請求項１５】
　前記情報処理装置が、前記運転技術情報を、前記運転者が前記第１車両で前記対象ノー
ド、又は、前記対象ノードと異なる前記道路ノードを通行した走行データに基づいて生成
することを更に含む、請求項１４に記載の情報処理方法。
【請求項１６】
　前記情報処理装置が、前記第１車両が前記対象ノードを通行する場合の難度を表す通行
難度が所定難度以上である場合に、前記第１車両が前記道路ノードを通行できないと判定
することを更に含む、請求項１２から１５までのいずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項１７】
　前記情報処理装置が、前記通行難度を、前記第１車両が前記対象ノードを通行する場合
に必要な切り返し回数に基づいて設定することを更に含む、請求項１６に記載の情報処理
方法。
【請求項１８】
　前記情報処理装置が、前記通行難度を、前記第１車両の外形の軌跡又はタイヤが通過す
る軌跡の、前記対象ノードの周辺の障害物に対するクリアランスに基づいて設定すること
を更に含む、請求項１６又は１７に記載の情報処理方法。
【請求項１９】
　前記情報処理装置が、前記通行難度を、前記第１車両と異なる第２車両が前記対象ノー
ドを通行した走行データに基づいて設定することを更に含む、請求項１６から１８までの
いずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項２０】
　ユーザを乗車させる車両であって、
　道路ノード及び道路リンクを含む道路網において、出発地及び目的地に基づいて決定さ
れた走行経路に沿って走行し、
　前記走行経路は、前記車両の寸法情報と、前記走行経路に含まれる前記道路ノードであ
る対象ノードに進入する進入リンクの道路幅と、前記対象ノードから退出する退出リンク
の道路幅とに基づいて、前記車両が前記対象ノードを通行できないと判定された場合に変
更される、
車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、及び車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、右左折信号のある交差点を経路とするか運転者が選択できる経路案内装置が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２５５９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　交差点における右折又は左折の困難性は、車両によって異なる。車両のスペックに基づ
かない経路案内は、ユーザの利便性を損ない得る。
【０００５】
　かかる事情に鑑みてなされた本開示の目的は、ユーザの利便性を向上させることにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一実施形態に係る情報処理装置は、制御部を備える。前記制御部は、道路ノー
ド及び道路リンクを含む道路網において、第１車両の出発地及び目的地に基づいて決定さ
れた走行経路を出力する。前記制御部は、前記第１車両の寸法情報と、前記走行経路に含
まれる前記道路ノードである対象ノードに進入する進入リンクの道路幅と、前記対象ノー
ドから退出する退出リンクの道路幅とに基づいて、前記第１車両が前記対象ノードを通行
できるか判定する。前記制御部は、前記第１車両が前記対象ノードを通行できないと判定
した場合、前記走行経路を変更する。
【０００７】
　本開示の一実施形態に係る情報処理システムは、前記情報処理装置として機能するサー
バと、前記サーバと通信可能に接続される端末装置とを備える。
【０００８】
　本開示の一実施形態に係る情報処理方法は、情報処理装置が、道路ノード及び道路リン
クを含む道路網において、第１車両の出発地及び目的地に基づいて決定された走行経路を
出力することを含む。前記情報処理方法は、前記情報処理装置が、前記第１車両の寸法情
報と、前記走行経路に含まれる前記道路ノードである対象ノードに進入する進入リンクの
道路幅と、前記対象ノードから退出する退出リンクの道路幅とに基づいて、前記第１車両
が前記対象ノードを通行できるか判定することを含む。前記情報処理方法は、前記情報処
理装置が、前記第１車両が前記対象ノードを通行できないと判定した場合、前記走行経路
を変更することを含む。
【０００９】
　本開示の一実施形態に係る車両は、ユーザを乗車させる車両である。前記車両は、道路
ノード及び道路リンクを含む道路網において、出発地及び目的地に基づいて決定された走
行経路に沿って走行する。前記走行経路は、前記車両の寸法情報と、前記走行経路に含ま
れる前記道路ノードである対象ノードに進入する進入リンクの道路幅と、前記対象ノード
から退出する退出リンクの道路幅とに基づいて、前記車両が前記対象ノードを通行できな
いと判定された場合に変更される。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示の一実施形態に係る情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、及び車両
によれば、ユーザの利便性が向上され得る。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】一実施形態に係る情報処理システムの構成例を示す模式図である。
【図２】一実施形態に係る情報処理システムの構成例を示すブロック図である。
【図３】道路ノード及び道路リンクで特定される道路網の一例を示す図である。
【図４】車両が右折する場合の軌跡と通行許容範囲との関係を表す図である。
【図５】一実施形態に係る情報処理方法の一例を示すフローチャートである。
【図６】車両が自動運転で走行可能に構成される例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（情報処理システム１の構成例）
　図１及び図２に示されるように、一実施形態に係る情報処理システム１は、端末装置１
０と、サーバ２０とを備える。
【００１３】
　端末装置１０は、ユーザによって所持される携帯端末であってよい。図１においてユー
ザに所持されている端末装置１０は、端末装置１０ａとして例示されている。
【００１４】
　情報処理システム１は、車両３０の走行経路５４（図３参照）を決定する。車両３０は
、運転者が乗車し、運転者による運転に基づいて走行してよい。運転者は、情報処理シス
テム１が決定した走行経路５４に基づいて車両３０を走行させてよい。車両３０は、同乗
者が乗車してもよい。車両３０の運転者又は同乗者は、車両３０のユーザとも称される。
【００１５】
　端末装置１０は、車両３０に搭載されてよい。端末装置１０は、車両３０のナビゲーシ
ョン機能を提供するカーナビゲーション装置であってよい。カーナビゲーション装置は、
図１において車両３０に取り付けられている端末装置１０ｂとして例示されている。端末
装置１０は、車両３０のナビゲーション機能を提供するアプリケーションを実行するスマ
ートフォン又はタブレット等の携帯端末であってもよい。携帯端末は、図１において端末
装置１０ｃとして例示されている。携帯端末としての端末装置１０ｂは、車両３０のダッ
シュボード又はコンソール等に取り付けられていてもよいし、車両３０のユーザによって
所持されていてもよい。
【００１６】
　端末装置１０は、端末制御部１１と、端末通信部１２と、表示部１３と、入力部１５と
を備える。
【００１７】
　端末制御部１１は、１つ以上のプロセッサを含んでよい。本実施形態において「プロセ
ッサ」は、汎用のプロセッサ、特定の処理に特化した専用のプロセッサ等であるが、これ
らに限られない。端末制御部１１は、１つ以上の専用回路を含んでもよい。専用回路は、
例えば、ＦＰＧＡ（Field-Programmable Gate Array）又はＡＳＩＣ（Application Speci
fic Integrated Circuit）を含んでよい。端末制御部１１は、プロセッサの代わりに専用
回路を含んでもよいし、プロセッサとともに専用回路を含んでもよい。
【００１８】
　端末制御部１１は、記憶部を備えてよい。記憶部は、例えば半導体メモリ、磁気メモリ
、又は光メモリ等であるが、これらに限られない。記憶部は、例えば主記憶装置、補助記
憶装置、又はキャッシュメモリとして機能してもよい。記憶部は、磁気ディスク等の電磁
記憶媒体を含んでよい。記憶部は、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体を含んで
よい。記憶部は、端末装置１０の動作に用いられる任意の情報を格納する。例えば、記憶
部は、システムプログラム、又はアプリケーションプログラム等を格納してもよい。端末
装置１０は、端末制御部１１と別体で記憶部を備えてもよい。
【００１９】
　端末通信部１２は、サーバ２０等の外部の装置と通信可能に接続される。端末通信部１
２は、サーバ２０等の外部の装置とネットワークを介して通信可能に接続されてよい。端
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末通信部１２は、ネットワーク又は外部装置に接続する通信モジュールを含んでよい。通
信モジュールは、例えば４Ｇ（4th Generation）及び５Ｇ（5th Generation）等の移動体
通信規格に対応する通信モジュールを含んでよいが、これらに限られない。
【００２０】
　表示部１３は、画像又は文字若しくは図形等の視覚情報を出力してよい。表示部１３は
、表示デバイスを含んで構成されてよい。表示デバイスは、ＬＥＤ（Light Emission Dio
de）等の発光デバイスを含んでよい。表示デバイスは、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ:Liquid Crystal Display）、又は、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイ
若しくは無機ＥＬディスプレイを含んでよい。表示デバイスは、プラズマディスプレイ（
ＰＤＰ：Plasma Display Panel）を含んでもよい。表示デバイスは、これらのディスプレ
イに限られず、他の種々の方式のディスプレイを含んでもよい。
【００２１】
　入力部１５は、端末装置１０を所持するユーザによる操作又は入力を受け付けるための
入力デバイスを備える。入力デバイスは、例えば、キーボード又は物理キーを含んでもよ
いし、タッチパネル若しくはタッチセンサ又はマウス等のポインティングデバイスを含ん
でもよい。入力デバイスは、タッチパネル又はタッチセンサである場合、表示部１３のデ
ィスプレイと一体に構成されてもよい。入力デバイスは、例えば、音声の入力を受け付け
るマイク等を含んでもよい。入力部１５は、入力デバイスとして、これらの例に限られず
、他の種々のデバイスを含んでもよい。
【００２２】
　端末装置１０は、必須ではないが位置情報取得部１４を更に備える。位置情報取得部１
４は、端末装置１０の位置情報を取得する。位置情報取得部１４は、衛星測位システムに
対応する受信機を含んでよい。衛星測位システムに対応する受信機は、例えばＧＰＳ（Gl
obal Positioning System）受信機を含んでもよい。本実施形態において、端末装置１０
は、位置情報取得部１４を用いて、端末装置１０自身の位置情報を取得できるとする。
【００２３】
　サーバ２０は、サーバ制御部２２と、サーバ通信部２４とを備える。サーバ制御部２２
は、１つ以上のプロセッサを含んでよいし、１つ以上の専用回路を含んでもよい。サーバ
制御部２２は、端末制御部１１と同様に構成されてもよい。サーバ２０又はサーバ制御部
２２は、記憶部を備えてもよい。サーバ通信部２４は、端末装置１０等の外部の装置と通
信可能に接続される。サーバ通信部２４は、端末装置１０等の外部の装置とネットワーク
を介して通信可能に接続されてよい。サーバ通信部２４は、ネットワーク又は外部装置に
接続する通信モジュールを含んでよい。サーバ通信部２４は、端末通信部１２と同様に構
成されてもよい。サーバ２０は、１つ又は互いに通信可能な複数のサーバ装置を含んでも
よい。
【００２４】
　情報処理システム１において、端末装置１０が車両３０の走行経路５４を決定するよう
に構成されてよい。一方で、サーバ２０が車両３０の走行経路５４を決定するように構成
されてもよい。サーバ２０が走行経路５４を決定する場合、端末装置１０は、サーバ２０
から走行経路５４を取得する。
【００２５】
　本実施形態において、道路網５０は、図３に例示されるように、道路ノード５１及び道
路リンク５２によって表されるとする。各道路ノード５１は、区別のためのアルファベッ
トを符号末尾に追加して、道路ノード５１Ａ、５０Ｂ、５１Ｃ、５１Ｄ、５１Ｅ、５１Ｆ
、５１Ｇ、５１Ｈ及び５１Ｊとして表されている。道路リンク５２は、各道路ノード５１
を接続する。道路リンク５２は、区別のためのアルファベットを符号末尾に追加して、道
路リンク５２ＡＢ、５２ＢＣ、５２ＡＤ、５２ＢＥ、５２ＣＦ、５２ＤＥ、５２ＥＦ、５
２ＤＧ、５２ＥＨ、５２ＦＪ、５２ＧＨ及び５２ＨＪとして表されている。道路リンク５
２ＡＢは、道路ノード５１Ａ及び５１Ｂを接続する。道路リンク５２ＢＣは、道路ノード
５１Ｂ及び５１Ｃを接続する。道路リンク５２ＡＤは、道路ノード５１Ａ及び５１Ｄを接
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続する。道路リンク５２ＢＥは、道路ノード５１Ｂ及び５１Ｅを接続する。道路リンク５
２ＣＦは、道路ノード５１Ｃ及び５１Ｆを接続する。道路リンク５２ＤＥは、道路ノード
５１Ｄ及び５１Ｅを接続する。道路リンク５２ＥＦは、道路ノード５１Ｅ及び５１Ｆを接
続する。道路リンク５２ＤＧは、道路ノード５１Ｄ及び５１Ｇを接続する。道路リンク５
２ＥＨは、道路ノード５１Ｅ及び５１Ｈを接続する。道路リンク５２ＦＪは、道路ノード
５１Ｆ及び５１Ｊを接続する。道路リンク５２ＧＨは、道路ノード５１Ｇ及び５１Ｈを接
続する。道路リンク５２ＨＪは、道路ノード５１Ｈ及び５１Ｊを接続する。
【００２６】
　道路ノード５１は、地図上の任意の点に位置する。道路リンク５２は、２つの地点の間
を結ぶ道路、つまり、２本の道路ノード５１を結ぶ道路に対応する。道路ノード５１は、
道路リンク５２の始点又は終点に位置するともいえる。
【００２７】
　３本以上の道路リンク５２がつながる道路ノード５１は、交差点を表す。例えば、道路
ノード５１Ｂ、５１Ｄ、５１Ｅ、５１Ｆ及び５１Ｈは、３本以上の道路リンク５２がつな
がる交差点に対応する。２本の道路リンク５２がつながる道路ノード５１は、一本道の途
中の折れ曲がり点を表す。例えば、道路ノード５１Ａ、５１Ｃ、５１Ｇ及び５１Ｊは、２
本の道路リンク５２がつながる折れ曲がり点に対応する。折れ曲がり点は、２本の道路が
明確に交差する点を含んでもよいし、道路が所定値以下の曲率半径で曲がっている点を含
んでもよい。言い換えれば、道路リンク５２は、途中に所定値以下の曲率半径を有する点
を含まない道路に対応する。
【００２８】
（情報処理装置の動作）
　本実施形態に係る情報処理システム１が備える端末装置１０又はサーバ２０は、道路ノ
ード５１及び道路リンク５２によって表された道路網５０に設定された、車両３０の出発
地及び目的地に基づいて、車両３０の走行経路５４を決定し、出力する。図３の例におい
て、道路ノード５１Ａが車両３０の出発地に設定されるとする。道路ノード５１Ｊが車両
３０の目的地に設定されるとする。決定された走行経路５４は、破線で例示されており、
道路ノード５１Ａから、道路ノード５１Ｄ、５１Ｅ及び５１Ｈを順に経由して、道路ノー
ド５１Ｊに到達する。走行経路５４は、通行する道路ノード５１によって特定されてもよ
い。この場合、走行経路５４は、道路ノード５１Ａ、５１Ｄ、５１Ｅ、５１Ｈ及び５１Ｊ
を通行するとして特定される。走行経路５４は、通行する道路リンク５２によって特定さ
れてもよい。この場合、走行経路５４は、道路リンク５２ＡＤ、５２ＤＥ、５２ＥＨ及び
５２ＨＪを通行するとして特定される。端末装置１０又はサーバ２０は、走行経路５４を
、端末装置１０の表示部１３に表示させてよい。表示部１３は、走行経路５４を、道路網
５０を道路ノード５１と道路リンク５２との組み合わせで模式的に表示してよい。表示部
１３は、走行経路５４を、実際の道路地図に重ねて表示してもよい。
【００２９】
　端末装置１０又はサーバ２０は、道路ノード５１又は道路リンク５２によって特定され
る走行経路５４を車両３０が通行できるか判定する。端末装置１０又はサーバ２０は、車
両３０が走行経路５４を通行できないと判定した場合、走行経路５４を変更する。
【００３０】
　情報処理システム１において、走行経路５４の決定及び変更を実行する装置は、情報処
理装置と称されるとする。端末装置１０及びサーバ２０は、両方とも情報処理装置として
機能し得る。以下、端末装置１０及びサーバ２０のどちらが実行してもよい動作は、情報
処理装置の動作として説明される。サーバ２０が情報処理装置として機能する場合、走行
経路５４を端末装置１０に出力し、端末装置１０の表示部１３に走行経路５４を表示させ
る。サーバ２０のサーバ制御部２２は、単に制御部とも称される。端末装置１０が情報処
理装置として機能する場合、走行経路５４を端末装置１０自身の表示部１３に表示させる
。端末装置１０の端末制御部１１は、単に制御部とも称される。端末装置１０は、カーナ
ビゲーション装置として車両３０に搭載される場合、走行経路５４に基づいて車両３０の
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運転者に車両３０の走行を案内する情報を表示部１３に表示させてよい。サーバ２０が情
報処理装置として機能し、車両３０に搭載された端末装置１０に情報を出力する場合、端
末装置１０は、車載器とも称される。
【００３１】
　情報処理装置は、種々の条件に基づいて、車両３０が走行経路５４に沿って道路ノード
５１を通行できるか判定する。ここで、車両３０は、右折又は左折が必要な道路ノード５
１を通行できないことがある。例えば、車両３０が大きすぎることによって、道路ノード
５１で右折又は左折できず、走行経路５４に沿って道路ノード５１を通行できないことが
ある。また、道路ノード５１に進入する道路又は道路ノード５１から退出する道路が狭す
ぎることによって、道路ノード５１で右折又は左折できず、走行経路５４に沿って道路ノ
ード５１を通行できないことがある。また、道路ノード５１に進入する道路と道路ノード
５１から退出する道路との角度が小さすぎることによって、道路ノード５１で右折又は左
折できず、走行経路５４に沿って道路ノード５１を通行できないことがある。車両３０が
道路ノード５１で右折又は左折できる条件は、車両３０の仕様と、道路ノード５１につな
がる道路リンク５２に対応する道路の形状とに基づいて定まり得る。
【００３２】
　情報処理装置は、車両３０が図３に例示される走行経路５４に沿って走行すると仮定し
た場合に、車両３０が走行経路５４に含まれる道路ノード５１を通行できるか判定してよ
い。図３に例示される走行経路５４において、車両３０は、道路ノード５１Ｄ及び５１Ｈ
で右折し、道路ノード５１Ｅで左折する必要がある。情報処理装置は、走行経路５４に含
まれる道路ノード５１のうち１つでも車両３０が通行できないと判定した場合、車両３０
が現在の走行経路５４に沿って目的地に到着できないと判定し、走行経路５４を変更する
。逆に言えば、情報処理装置は、走行経路５４に含まれる全ての道路ノード５１を車両３
０が通行できると判定した場合、走行経路５４を確定できる。
【００３３】
　情報処理装置は、走行経路５４が道路ノード５１Ｇのような道路リンク５２が２本しか
つながっていないＬ字路を含む場合でも、車両３０が道路ノード５１Ｇを通行できるか判
定してよい。
【００３４】
　車両３０が通行できるか判定する対象となる道路ノード５１は、対象ノードとも称され
る。対象ノードに車両３０が進入する道路リンク５２は、進入リンクとも称される。対象
ノードから車両３０が退出する道路リンク５２は、退出リンクとも称される。情報処理装
置は、車両３０の寸法情報と、進入リンクの道路幅と、退出リンクの道路幅とに基づいて
、車両３０が対象ノードを通行できるか判定できる。情報処理装置は、進入リンクの道路
と退出リンクの道路との交差点の角を地面に対して平面視したときの面取り形状に更に基
づいて判定してもよい。交差点の角の面取り形状は、Ｃ面取り形状を含んでもよいし、Ｒ
面取り形状を含んでもよいし、他の種々の形状を含んでもよい。
【００３５】
　車両３０の寸法情報は、車両３０の全長、全幅、対角長、ホイールベース、及び、最小
回転半径のうち少なくとも１つを含む。全長は、車両３０の進行方向の長さに対応する。
全幅は、車両３０の進行方向に直交する方向の長さに対応する。対角長は、車両３０の右
前方の角から左後方の角までの長さ、又は、左前方の角から右後方の角までの長さに対応
する。ホイールベースは、前輪の車軸から後輪の車軸までの長さに対応する。最小回転半
径は、車両３０のハンドルを最大まで切りながら車両３０を走行させたときの、車両３０
の外側（曲がる方向の反対側）の前方のタイヤの軌跡の半径に対応する。最小回転半径は
、車両３０の前輪の最大切れ角と、ホイールベースとに基づいて定まる。車両３０の寸法
情報は、内輪差又は外輪差を含んでもよい。内輪差は、車両３０が曲がるときの、車両３
０の内側（曲がる方向の側）の前輪の軌跡と後輪の軌跡との差に対応する。外輪差は、車
両３０が曲がるときの、車両３０の外側（曲がる方向の反対側）の前輪の軌跡と後輪の軌
跡との差に対応する。
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【００３６】
　車両３０は、バス、トラック又はトレーラー等の大型自動車を含んでよい。車両３０は
、クレーン車等の大型特殊自動車を含んでよい。車両３０は、乗用車を含んでもよい。
【００３７】
　情報処理装置は、車両３０の寸法情報をあらかじめ取得して記憶部に格納してよい。情
報処理装置は、端末装置１０の入力部１５から車両３０の寸法情報の入力を受け付けても
よい。
【００３８】
＜走行経路５４の決定＞
　情報処理装置は、走行経路５４に含まれる全ての道路ノード５１それぞれを対象ノード
として、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できるか判定す
る。情報処理装置は、走行経路５４に含まれる全ての道路ノード５１を車両３０が通行で
きると判定した場合、その走行経路５４を確定させる。情報処理装置は、確定する前の走
行経路５４を、走行経路の５４の候補とみなしてよい。走行経路５４の候補は、候補経路
とも称される。情報処理装置は、候補経路に含まれる道路ノード５１のうち少なくとも１
つの道路ノード５１を車両３０が通行できないと判定した場合、走行経路５４の探索を再
び実行して新たな候補経路に変更する。情報処理装置は、変更した候補経路に含まれる全
ての道路ノード５１それぞれを対象ノードとして車両３０が通行できるか判定する。
【００３９】
　情報処理装置は、走行経路５４の再探索において、車両３０が通行できないと判定した
対象ノードを避けた候補経路を設定してよい。情報処理装置は、車両３０が通行できない
と判定した対象ノードにおいて、進入リンク又は退出リンクを変更した候補経路を設定し
てもよい。
【００４０】
　情報処理装置は、走行経路５４の探索と対象ノードの通行判定とを、走行経路５４を確
定できるまで繰り返し実行してよい。情報処理装置は、走行経路５４を確定できるように
、後述する通行判定の基準を適宜変更してもよい。
【００４１】
　情報処理装置は、端末装置１０の表示部１３に走行経路５４を表示させる場合、探索中
の候補経路であるか、確定した走行経路５４であるかユーザがわかるように区別した態様
で、走行経路５４を表示部１３に表示させてよい。情報処理装置は、例えば、候補経路の
表示色と、確定した走行経路の表示色とを異ならせてもよい。情報処理装置は、走行経路
５４が確定されるまで表示部１３に走行経路５４を表示させず、走行経路５４が確定した
後ではじめて表示部１３に走行経路５４を表示させてもよい。
【００４２】
＜対象ノードの通行可能判定＞
　情報処理装置は、種々の方法で、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに
向けて通行できるか判定できる。以下、情報処理装置が実行し得る具体的な判定方法の例
が説明される。
【００４３】
＜＜車両３０の軌跡に基づく判定＞＞
　情報処理装置は、車両３０が走行するときの軌跡と、車両３０が走行する対象ノード並
びに進入リンク及び退出リンクの道路形状との比較に基づいて、車両３０が対象ノードを
進入リンクから退出リンクに向けて通行できるか判定してよい。
【００４４】
　ここで、図４に示されるように、道路ノード５１に対して道路リンク５２Ａ及び５２Ｂ
がつながっている交差点が仮定される。車両３０は、道路リンク５２Ａから道路リンク５
２Ｂに向けて、道路ノード５１に対応する交差点を右折する。交差点で右折を開始する前
の車両３０は、車両３０Ａとして表されている。交差点で右折して道路リンク５２Ｂに進
んだ車両３０は、車両３０Ｂとして表されている。
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【００４５】
　車両３０の軌跡は、車両３０のタイヤの軌跡と、車両３０の外形の軌跡とを含む。車両
３０のタイヤの軌跡は、車両３０のタイヤ位置に基づいて定まる。車両３０のタイヤ位置
は、車両３０のホイールベース及び全幅に基づいて定まる。車両３０のタイヤは、左前輪
４２と、右前輪４４と、左後輪４６と、右後輪４８とを含む。車両３０が交差点を右折す
る際に各タイヤが通過する点を結んだ線が各タイヤの軌跡となる。図４に各タイヤの軌跡
が破線で例示される。軌跡４２Ｔは、左前輪４２の軌跡を表す。軌跡４４Ｔは、右前輪４
４の軌跡を表す。軌跡４６Ｔは、左後輪４６の軌跡を表す。軌跡４８Ｔは、右後輪４８の
軌跡を表す。
【００４６】
　車両３０の外形の軌跡は、車両３０が走行した場合にその外形が完全に収まる範囲を表
し、車両３０の外形に基づいて定まる。車両３０の外形は、車両３０の全長及び全幅、又
は、対角長に基づいて定まる。車両３０は、左側の前方に位置する左前方角部４１を有す
る。車両３０が交差点を右折する際に左前方角部４１が通過する点を結んだ線は、破線で
示される、左前方角部４１の軌跡４１Ｔとなる。図４において、車両３０の外形の軌跡は
、左前方角部４１の軌跡４１Ｔと、右後輪４８の軌跡４８Ｔとの間の範囲に対応する。
【００４７】
　情報処理装置は、図４の道路ノード５１を対象ノードとみなし、道路リンク５２Ａ及び
５２Ｂを進入リンク及び退出リンクとみなして、車両３０が対象ノードを進入リンクから
退出リンクに向けて通行できるか判定する。情報処理装置は、車両３０が対象ノードを進
入リンクから退出リンクに向けて通行する場合の進路を想定し、車両３０が想定進路を進
んだ場合の車両３０の軌跡を生成してよい。
【００４８】
　情報処理装置は、車両３０の軌跡が進入リンク及び退出リンクの道路の範囲内に収まる
場合、車両３０が想定進路で対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できる
と判定する。進入リンク及び退出リンクの道路の範囲は、通行許容範囲とも称される。図
４において、進入リンク及び退出リンクの道路幅はそれぞれ、５２ＡＷ及び５２ＢＷとし
て表されている。また、進入リンクの道路と退出リンクの道路とが交わる角の部分の道路
の縁の形状は、Ｒ面取り形状とされている。Ｒ面取りの半径は、５０Ｒとして表されてい
る。通行許容範囲は、進入リンク及び退出リンクの道路幅、並びに、進入リンクの道路と
退出リンクの道路とが交わる角の部分の道路の縁の形状に基づいて定まる。
【００４９】
　情報処理装置は、車両３０の軌跡が通行許容範囲内に収まらない場合、車両３０が想定
進路で対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できないと判定する。情報処
理装置は、車両３０の想定進路を変更し、車両３０が変更後の想定進路を進んだ場合の車
両３０の軌跡を生成してよい。情報処理装置は、車両３０の想定進路の変更を所定回数以
内実行しても車両３０の軌跡が通行許容範囲内に収まらない場合、車両３０が対象ノード
を進入リンクから退出リンクに向けて通行できないと判定してよい。想定進路の変更回数
を制限する所定回数は、０回であってもよいし、１回以上であってもよい。
【００５０】
　情報処理装置は、車両３０の進路として、車両３０の切り返しを実行する進路を想定し
てもよい。情報処理装置は、車両３０の切り返しを何回実行しても車両３０の軌跡が通行
許容範囲内に収まらない場合、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向け
て通行できないと判定してよい。情報処理装置は、車両３０の切り返しを１回以上実行す
ることによって車両３０の軌跡が通行許容範囲内に収まる場合、必要な切り返し回数が所
定回数未満であることを条件として車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに
向けて通行できると判定してよい。逆に言えば、情報処理装置は、必要な切り返し回数が
所定回数以上である場合に車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通
行できないと判定してよい。
【００５１】
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　情報処理装置は、通行許容範囲を、道路脇に存在する、標識、電柱、看板、ブロック塀
、又はガードレール等の障害物に関する情報に更に基づいて設定してよい。情報処理装置
は、障害物の高さに応じて、通行許容範囲と比較する車両３０の軌跡として、車両３０の
タイヤの軌跡を採用してよいし、車両３０の外形の軌跡を採用してもよい。対象ノードの
道路脇に存在する障害物の高さが車両３０の最低地上高より低い場合、情報処理装置は、
車両３０のタイヤの軌跡が通行許容範囲に収まる場合に車両３０が対象ノードを進入リン
クから退出リンクに向けて通行できると判定してよい。対象ノードの道路脇に存在する障
害物が車両３０の全高よりも高い位置にしか存在しない場合、情報処理装置は、その障害
物の存在を無視できる。対象ノードの道路脇に存在する障害物の高さが車両３０の全高よ
り低くかつ最低地上高より高い場合、情報処理装置は、車両３０の外形の軌跡が通行許容
範囲に収まる場合に車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行でき
ると判定してよい。このようにすることで、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出
リンクに向けて通行できるかの判定の精度が高められ得る。
【００５２】
　情報処理装置は、通行許容範囲を、実際の道路の縁で区画される範囲又は道路脇に位置
する障害物で更に制限される範囲を所定のマージンだけ更に狭くした範囲に設定してよい
。例えば、情報処理装置は、実際の道路の縁から所定距離だけ内側に入る線で区画される
範囲を、通行許容範囲と設定してよい。このようにすることで、車両３０が実際に対象ノ
ードを通行する場合に、車両３０のタイヤ又は外形と道路との間のクリアランスが大きく
され得る。クリアランスの拡大によって、車両３０が対象ノードを通行できると判定され
たにもかかわらず実際には通行できない事態が発生しにくくなる。その結果、車両３０又
は情報処理装置のユーザの利便性が向上され得る。
【００５３】
　通行許容範囲を更に狭くするために設定される所定のマージンは、車両３０が実際に対
象ノードを通行する際に仮に通行許容範囲を外れてしまった場合に生じ得る事象に基づい
て設定されてよい。例えば、対象ノードの通行許容範囲が道路の縁石によって区画される
場合、縁石がない場合よりも所定のマージンが大きく設定されてよい。例えば、車両３０
のタイヤの軌跡が通行許容範囲を外れることによってタイヤが脱輪する場合、タイヤが脱
輪しない場合と比べて、所定のマージンが大きく設定されてよい。例えば、車両３０の外
形の軌跡が通行許容範囲を外れた場合に車両３０が当たる可能性のある障害物が硬いほど
、所定のマージンが大きく設定されてよい。また、障害物が運転者に対して与えると推定
される心理的なプレッシャーが大きいほど、所定のマージンが大きく設定されてよい。
【００５４】
　以上述べてきたように、情報処理装置は、車両３０の軌跡と対象ノードにおける通行許
容範囲とに基づいて、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行で
きるか判定できる。
【００５５】
＜＜他車両の通行実績に基づく判定＞＞
　情報処理装置は、対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行した他車両に関
する情報に基づいて、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行で
きるか判定してもよい。車両３０と他車両とを区別するために、車両３０は、第１車両と
も称される。他車両は、第２車両とも称される。
【００５６】
　情報処理装置は、対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行した他車両の寸
法情報に基づいて、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行でき
るか判定してよい。例えば、対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行した他
車両の全長及び全幅が車両３０の全長及び全幅よりも大きい場合、情報処理装置は、車両
３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できると判定してもよい。情
報処理装置は、対角長、ホイールベース又は最小回転半径等の他のパラメータの比較に基
づいて、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できるか判定し
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てもよい。情報処理装置は、寸法情報に含まれる複数のパラメータを組み合わせて、他車
両と車両３０とを比較し、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通
行できるか判定してもよい。
【００５７】
　対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行した他車両の寸法情報は、対象ノ
ードの進入リンク及び退出リンクの道路幅に関連しているといえる。したがって、他車両
の寸法情報と車両３０の寸法情報とに基づく判定は、対象ノードの進入リンク及び退出リ
ンクの道路幅と、車両３０の寸法情報とに基づく判定であるといえる。
【００５８】
＜＜小括＞＞
　以上述べてきたように、本実施形態に係る情報処理装置は、車両３０の寸法情報に基づ
いて、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できるか判定でき
る。また、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できない場合
に、走行経路５４を変更できる。このようにすることで、車両３０のスペックに応じた経
路案内が可能になる。その結果、車両３０又は情報処理装置のユーザの利便性が向上され
得る。
【００５９】
＜情報処理装置が実行する情報処理方法の一例＞
　情報処理装置は、例えば図５に例示されるフローチャートの手順を含む情報処理方法を
実行してよい。情報処理装置は、例示される情報処理方法を実行することによって、車両
３０のスペックに応じた経路案内が可能になる。端末装置１０が情報処理装置として機能
する場合、情報処理方法は、端末制御部１１によって実行されるとする。サーバ２０が情
報処理装置として機能する場合、情報処理方法は、サーバ制御部２２によって実行される
とする。情報処理方法は、端末制御部１１又はサーバ制御部２２に実行させる情報処理プ
ログラムとして実現されてもよい。
【００６０】
　情報処理装置は、ナビゲーション機能を起動する（ステップＳ１）。情報処理装置は、
ナビゲーション機能を既に起動している場合、ステップＳ１の手順の実行を省略できる。
【００６１】
　情報処理装置は、車両３０の寸法情報を取得する（ステップＳ２）。
【００６２】
　情報処理装置は、車両３０が出発地から目的地まで走行する場合の候補経路を探索する
（ステップＳ３）。具体的には、情報処理装置は、道路ノード５１及び道路リンク５２を
含む道路網５０の情報に基づいて、出発地から目的地までの候補経路を生成する。情報処
理装置は、出発地から目的地までの経路を、走行距離若しくは走行時間、経路に含まれる
道路の混雑状況、又は、経路に含まれる道路幅等を考慮して探索してよい。情報処理装置
は、端末装置１０の入力部１５から入力された地点を車両３０の出発地としてもよいし、
端末装置１０の位置情報取得部１４で取得した端末装置１０の現在位置を車両３０の出発
地としてもよい。情報処理装置は、端末装置１０の入力部１５から入力された地点を車両
３０の目的地としてよい。
【００６３】
　情報処理装置は、候補経路に含まれる道路ノード５１を抽出する（ステップＳ４）。情
報処理装置は、抽出した道路ノード５１に、出発地から候補経路に沿って目的地まで車両
３０が走行した場合に各道路ノード５１に到達する順番を関連づけてよい。
【００６４】
　情報処理装置は、候補経路に含まれる全ての道路ノード５１について、車両３０が通行
できるかの判定を終了したか判定する（ステップＳ５）。具体的には、情報処理装置は、
後述するステップＳ７の手順において、各道路ノード５１について判定を実行した際に、
各道路ノード５１に判定終了のフラグを立てる。情報処理装置は、ステップＳ５の手順に
おいて、全ての道路ノード５１に判定終了のフラグが立てられていることを確認した場合
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、全ての道路ノード５１について判定を終了したと判定してよい。あるいは、情報処理装
置は、後述するステップＳ９の手順において、判定対象となる道路ノード５１をステップ
Ｓ４でつけた順番に基づいて次の道路ノード５１に変更する際に、変更した道路ノード５
１が目的地である場合、判定終了のフラグを立てる。情報処理装置は、ステップＳ５の手
順において、目的地の道路ノード５１に判定終了のフラグが立てられていることを確認し
た場合、全ての道路ノード５１について判定を終了したと判定してよい。
【００６５】
　情報処理装置は、候補経路に含まれる全ての道路ノード５１について、車両３０が通行
できるかの判定を終了した場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）、候補経路を走行経路５４とし
て決定する（ステップＳ６）。情報処理装置は、ステップＳ６の手順の実行後、図５のフ
ローチャートの手順の実行を終了してよい。
【００６６】
　情報処理装置は、候補経路に含まれる全ての道路ノード５１について車両３０が通行で
きるかの判定を終了していない場合（ステップＳ５：ＮＯ）、判定対象の道路ノード５１
である対象ノードを車両３０が通行できるか判定する（ステップＳ７）。言い換えれば、
情報処理装置は、候補経路に含まれる道路ノード５１のうち少なくとも１つの道路ノード
５１について判定を終了していない場合、ステップＳ７の手順を実行する。情報処理装置
は、後述するステップＳ９の手順を実行する前にステップＳ７の手順を実行する場合、出
発地の次の道路ノード５１を最初の判定対象として、ステップＳ７の判定手順を実行して
よい。情報処理装置は、上述したように、車両３０の軌跡に基づいて車両３０が対象ノー
ドを進入リンクから退出リンクに向けて通行できるか判定してよい。情報処理装置は、対
象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行した他車両に関する情報に基づいて、
車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できるか判定してもよい
。
【００６７】
　情報処理装置は、対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて車両３０が通行でき
ない場合（ステップＳ７：ＮＯ）、候補経路を再度探索し、変更する（ステップＳ８）。
情報処理装置は、候補経路を変更する際、車両３０が通行できなかった対象ノードにおい
て進入リンク又は退出リンクを変更した経路を探索し、候補経路としてもよい。情報処理
装置は、車両３０が通行できなかった対象ノードを通行しない経路を探索し、候補経路と
してもよい。情報処理装置は、ステップＳ８の手順の実行後、ステップＳ４の手順に進む
。
【００６８】
　情報処理装置は、対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて車両３０が通行でき
る場合（ステップＳ７：ＹＥＳ）、判定対象の道路ノード５１を次の道路ノード５１に変
更する（ステップＳ９）。情報処理装置は、ステップＳ４の手順で各道路ノード５１に関
連付けられた順番に基づいて、道路ノード５１を変更する。情報処理装置は、ステップＳ
９の手順の実行後、ステップＳ５の手順に進む。
【００６９】
　図５のフローチャートの手順は、一例にすぎない。情報処理装置は、各ステップの順番
を適宜入れ替えて実行したり、少なくとも１つのステップを省略して実行したりしてよい
。情報処理装置は、道路ノード５１の判定を目的地から出発地に戻る順番で実行してもよ
い。具体的には、情報処理装置は、ステップＳ７の手順で目的地の１つ前の道路ノード５
１を最初の判定対象に設定し、ステップＳ９の手順で、出発地に向けて戻る方向につなが
る道路ノード５１を次の道路ノード５１として変更してもよい。
【００７０】
　以上述べてきたように、本実施形態に係る情報処理方法又は情報処理プログラムによれ
ば、車両３０の寸法情報に基づいて、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンク
に向けて通行できるかが判定され得る。また、車両３０が対象ノードを進入リンクから退
出リンクに向けて通行できない場合に、走行経路５４が変更され得る。このようにするこ
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とで、車両３０のスペックに応じた経路案内が可能になる。その結果、車両３０又は情報
処理装置のユーザの利便性が向上され得る。
【００７１】
（他の実施形態）
　情報処理装置は、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行でき
るか判定するために、上述した例だけでなく、他の種々の基準を用い得る。
【００７２】
＜運転者の運転技術レベルに基づく判定＞
　情報処理装置は、ある運転者が車両３０を運転した場合に、車両３０が対象ノードを進
入リンクから退出リンクに向けて通行できるか判定してよい。対象ノードを進入リンクか
ら退出リンクに向けて通行できるか判定する対象となる車両３０の運転者は、判定対象運
転者とも称される。情報処理装置は、判定対象運転者の運転技術に関する情報に基づいて
、判定対象運転者が運転する車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて
通行できるか判定してよい。判定対象運転者の運転技術に関する情報は、運転技術情報と
も称される。運転技術情報は、判定対象運転者の運転技術の高さを表す。
【００７３】
＜＜判定対象運転者の走行実績に基づく運転技術情報の取得＞＞
　情報処理装置は、判定対象運転者が車両３０又は他車両を運転して種々の道路ノード５
１を通行した際の走行データに基づいて、判定対象運転者の運転技術情報を取得してよい
。
判定対象運転者が運転する車両３０又は他車両は、判定対象車両とも称される。情報処理
装置は、判定対象車両が道路ノード５１を通行した際の走行データとして、その道路ノー
ド５１の通行の際に費やした時間、又は、実行した切り返しの回数を取得してよい。情報
処理装置は、判定対象車両が道路ノード５１を通行した際の走行データとして、判定対象
車両の加速度データ又は速度データ等の判定対象車両の動きを特定するデータを取得して
もよい。情報処理装置は、例えば、各道路ノード５１に理想的な経路を設定し、判定対象
車両が実際に通行した経路と理想的な経路との差が小さいほど、判定対象運転者の運転技
術が高いことを表す運転技術情報を生成し、取得してよい。
【００７４】
＜＜他の運転者の走行データとの比較に基づく運転技術情報の取得＞＞
　運転技術情報は、通行時に運転者の技術の違いが大きく表れる道路ノード５１の走行デ
ータに基づいて取得され得る。通行時に運転者の技術の違いが大きく表れる道路ノード５
１は、技術判定ノードとも称される。技術判定ノードは、例えば、運転者の技術の違いに
応じて通行に費やす時間が大きく異なり得る道路ノード５１を含んでよい。技術判定ノー
ドは、例えば、通行に必要な切り返しの回数が運転者の技術の違いに応じて大きく異なり
得る道路ノード５１を含んでよい。具体的には、例えば、技術判定ノードは、進入リンク
の道路と退出リンクの道路とが鋭角に交わる道路ノード５１を含んでよい。技術判定ノー
ドは、例えば、進入リンク又は退出リンクの道路幅が車両３０の全幅に近くなっている道
路ノード５１を含んでもよい。
【００７５】
　情報処理装置は、判定対象車両が技術判定ノードを通行する際の走行データに基づいて
、判定対象運転者の運転技術情報を取得してよい。情報処理装置は、種々の運転者が運転
する種々の車両が技術判定ノードを通行する際の走行データと、その車両の寸法情報とを
関連づけたデータの統計処理を実行してよい。種々の運転者が運転する種々の車両は、サ
ンプル車両とも称される。情報処理装置は、サンプル車両の走行データと寸法情報とを関
連づけたデータの統計処理の結果に基づいて、仮に種々の運転者が判定対象車両と同じ車
両を運転して技術判定ノードを通行した場合の標準的な走行データを取得できる。標準的
な走行データは、例えば、判定対象車両と同じ車両が技術判定ノードを通行するために費
やす時間の平均値又は標準偏差等の統計値を含んでよい。技術判定ノードを通行するため
に費やす時間は、通行時間とも称される。標準的な走行データは、例えば、判定対象車両
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と同じ車両が技術判定ノードを通行するために実行する切り返しの回数の平均値又は標準
偏差等の統計値を含んでよい。技術判定ノードを通行するために実行する切り返しの回数
は、切り返し回数とも称される。
【００７６】
　情報処理装置は、判定対象車両が技術判定ノードを通行する際の通行時間と、標準的な
走行データに含まれる通行時間の平均値との差を、判定対象運転者の運転技術情報として
算出してもよい。情報処理装置は、標準的な走行データに含まれる通行時間の平均値及び
標準偏差に基づいて、判定対象車両が技術判定ノードを通行する際の通行時間の偏差値を
算出し、判定対象運転者の運転技術情報とみなしてもよい。
【００７７】
　情報処理装置は、判定対象車両が技術判定ノードを通行する際に実行する切り返し回数
と、標準的な走行データに含まれる切り返し回数の平均値との差を、判定対象運転者の運
転技術情報として算出してもよい。情報処理装置は、標準的な走行データに含まれる切り
返し回数の平均値及び標準偏差に基づいて、判定対象車両が技術判定ノードを通行する際
に実行する切り返し回数の偏差値を算出し、判定対象運転者の運転技術情報とみなしても
よい。
【００７８】
　情報処理装置は、これらの例に限られず、判定対象車両が技術判定ノードを通行する際
に得られる種々の走行データに基づいて、判定対象運転者の運転技術情報を取得してよい
。判定対象運転者の運転技術情報は、新たな走行データに基づいて更新されてよい。
【００７９】
＜＜運転技術情報に基づく判定方法＞＞
　情報処理装置は、上述のとおり、判定対象運転者の運転技術情報を数値として算出して
よい。情報処理装置は、判定対象運転者の運転技術が高いほど運転技術情報の数値が高く
なるように運転技術情報の数値を算出してよい。運転技術が高いほど運転技術情報の数値
が高い場合、情報処理装置は、判定対象運転者の運転技術情報の数値が技術閾値以上であ
る場合に、判定対象運転者が車両３０を運転して対象ノードを進入リンクから退出リンク
に向けて通行できると判定してよい。
【００８０】
　情報処理装置は、判定対象車両の寸法情報と車両３０の寸法情報との差に基づいて、技
術閾値を設定してよい。例えば、情報処理装置は、車両３０の外形が判定対象車両の外形
より小さい場合、技術閾値を小さくしてよい。情報処理装置は、対象ノード毎に技術閾値
を設定してもよい。情報処理装置は、対象ノードと技術判定ノードとの間の、進入リンク
及び退出リンクの道路幅、又は、進入リンクと退出リンクとの交差角度の差に基づいて、
対象ノードの技術閾値を設定してよい。
【００８１】
　情報処理装置は、判定対象運転者の運転技術が低いほど、通行許容範囲を更に狭くする
所定のマージンを大きく設定してもよい。
【００８２】
＜＜小括＞＞
　以上述べてきたように、情報処理装置は、運転技術情報に基づいて、判定対象運転者が
車両３０を運転した場合に、車両３０が対象ノードを進入リンクから退出リンクに向けて
通行できるか判定できる。運転技術情報のような運転者の情報に基づいて判定されること
によって、経路案内の精度が向上され得る。その結果、車両３０又は情報処理装置のユー
ザの利便性が向上され得る。
【００８３】
＜対象ノードの通行難度に基づく判定＞
　情報処理装置は、対象ノードの通行難度に基づいて、車両３０が対象ノードを進入リン
クから退出リンクに向けて通行できるか判定してよい。対象ノードの通行難度は、数値で
表され、車両３０が対象ノードを通行できないと判定される確率が高いほど、大きい値に
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設定されるとする。
【００８４】
　対象ノードの通行難度は、車両３０の寸法情報と、対象ノードにつながる進入リンク及
び退出リンクの情報とに基づいて設定されてよい。例えば、車両３０の外形が大きいほど
、対象ノードの通行難度が大きい値に設定されてよい。例えば、進入リンク又は退出リン
クの道路幅が狭いほど、対象ノードの通行難度が大きい値に設定されてよい。
【００８５】
　対象ノードの通行難度は、車両３０が対象ノードを通行する際に想定される車両３０の
軌跡に基づいて設定されてよい。例えば、車両３０が対象ノードを通行する際に想定され
る車両３０の外形の軌跡と、対象ノードの道路の周辺に位置する障害物とのクリアランス
が小さいほど、対象ノードの通行難度が大きい値に設定されてよい。例えば、車両３０が
対象ノードを通行する際に想定される車両３０のタイヤの軌跡と、対象ノードの道路の縁
とのクリアランスが小さいほど、対象ノードの通行難度が大きい値に設定されてよい。
【００８６】
　情報処理装置は、車両３０が対象ノードを通行する際に必要になる車両３０の操作に基
づいて、対象ノードの通行難度を設定してよい。情報処理装置は、例えば、車両３０が対
象ノードを通行するために切り返しを実行する必要がある場合に、対象ノードの通行難度
が大きい値に設定してよい。情報処理装置は、例えば、車両３０が対象ノードを通行する
ためにハンドルを切る回数が多いほど、対象ノードの通行難度を大きい値に設定してよい
。
【００８７】
　情報処理装置は、車両３０の軌跡が対象ノードの通行許容範囲に収まるように車両３０
の進路を想定し、想定した進路で車両３０を走行させるために運転者が実行する必要があ
る操作を特定する情報を生成してよい。運転者が実行する操作は、例えば、ハンドル操作
又はアクセル操作若しくはブレーキ操作等を含む。情報処理装置は、車両３０が対象ノー
ドを進入リンクから退出リンクに向けて通行するために運転者が実行する必要がある操作
の内容に基づいて、対象ノードの通行難度を設定してよい。
【００８８】
　情報処理装置は、対象ノードの通行難度が所定難度以上である場合に、車両３０が対象
ノードを進入リンクから退出リンクに向けて通行できないと判定してよい。所定難度は、
ユーザからの入力に基づいて設定されてもよい。所定難度は、例えば、車両３０の運転者
の運転技術情報に基づいて設定されてもよい。
【００８９】
　情報処理装置は、道路網５０の各道路ノード５１について、通行難度をあらかじめ設定
してよい。情報処理装置は、各道路ノード５１について、進入リンク及び退出リンクの組
み合わせ毎に通行難度をあらかじめ設定してよい。このようにすることで、情報処理装置
は、車両３０が対象ノードを進行リンクから退出リンクに向けて通行できるかを簡便に判
定し得る。判定の簡便化によって、走行経路５４の決定に費やされる時間が短縮され得る
。その結果、車両３０又は情報処理装置のユーザの利便性が向上され得る。
【００９０】
　情報処理装置は、通行難度を数値で表してもよい。情報処理装置は、通行難度を所定の
レベルで表してもよい。所定のレベルは、例えば、容易、やや困難、又は、困難若しくは
不可能等の区分で表されてよい。各区分は、通行が容易であることを表す○（丸マーク）
、通行がやや困難であることを表す△（三角マーク）、又は、通行が困難若しくは不可能
であることを表す×（Ｘマーク）等の記号で表されてもよい。
【００９１】
　情報処理装置は、ある出発地から目的地までの走行経路５４を探索した場合、探索した
走行経路５４に含まれる道路ノード５１の通行難度を道路網５０のデータに関連づけて格
納してよい。情報処理装置は、他の走行経路５４を探索する際に、探索した走行経路５４
に以前に探索した道路ノード５１が含まれるのであれば、既にその道路ノード５１に関連
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づけられている通行難度を利用して通行可能か判定してもよい。言い換えれば、通行難度
があらかじめ設定された道路ノード５１が増加する。このようにすることで、走行経路５
４の決定に費やされる時間が短縮され得る。その結果、車両３０又は情報処理装置のユー
ザの利便性が向上され得る。
【００９２】
＜車両３０の他の形態の例＞
　図６に示されるように、一実施形態に係る情報処理システム１は、車両３０と、サーバ
２０とを備える。車両３０は、車両制御部３２と、車両通信部３４と、位置情報取得部３
６とを備える。車両制御部３２、車両通信部３４及び位置情報取得部３６は、例えばＣＡ
Ｎ（Controller Area Network）等の車載ネットワーク又は専用線を介して、互いに通信
可能に接続される。
【００９３】
　車両制御部３２は、車両３０が備える各構成部を制御する。車両制御部３２は、１つ以
上のプロセッサを含んでよいし、プロセッサの代わりに１つ以上の専用回路を含んでもよ
いし、プロセッサとともに１つ以上の専用回路を含んでもよい。車両制御部３２は、端末
制御部１１と同様に構成されてもよい。車両３０又は車両制御部３２は、記憶部を備えて
もよい。
【００９４】
　車両通信部３４は、サーバ２０と通信可能に接続される。車両通信部３４は、例えば車
載通信機であってよい。車両通信部３４は、ネットワーク又はサーバ２０と通信可能に接
続する通信モジュールを含んでよい。車両通信部３４は、端末通信部１２と同様に構成さ
れてもよい。
【００９５】
　位置情報取得部３６は、車両３０の位置情報を取得する。位置情報取得部３６は、端末
装置１０の位置情報取得部１４と同様に構成されてもよい。
【００９６】
　車両３０は、運転者によって運転されるように構成されてもよい。車両３０は、自動運
転によって運行可能に構成されてもよい。自動運転は、例えばＳＡＥ（Society of Autom
otive Engineers）において定義されるレベル１からレベル５までのいずれかのレベルで
実施されてよい。自動運転は、例示した定義に限られず、他の定義に基づいて実施されて
もよい。
【００９７】
　車両３０は、必須ではないが、端末装置１０を更に備える。端末装置１０は、車載ネッ
トワーク又は専用線を介して、車両制御部３２と通信可能に接続される。端末装置１０は
、外部の無線ネットワークを介してサーバ２０と通信可能に接続されてよい。端末装置１
０は、車両３０に搭載されるカーナビゲーション装置として構成されよい。端末装置１０
は、車両３０のユーザに所持される携帯端末として情報処理システム１に含まれてもよい
。
【００９８】
　車両３０が自動運転によって制御される場合、車両制御部３２は、位置情報取得部３６
が取得した車両３０の位置情報に基づいて車両３０の走行を制御する。端末装置１０又は
サーバ２０は、車両３０の目的地を特定する情報を含む制御情報を車両制御部３２に対し
て出力する。車両制御部３２は、端末装置１０又はサーバ２０が出力する制御情報に更に
基づいて車両３０の走行を制御し、車両３０を目的地まで移動させる。
【００９９】
　端末装置１０又はサーバ２０は、上述してきた情報処理装置の動作を実行することによ
って車両３０の走行経路５４を決定し、車両制御部３２に対して出力する。車両制御部３
２は、決定された走行経路５４と、位置情報取得部３６が取得した車両３０の位置情報と
に基づいて車両３０の走行を制御し、車両３０を目的地まで走行させる。
【０１００】
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　以上述べてきたように、本実施形態に係る情報処理システム１は、自動運転で走行する
車両３０を、出発地から目的地まで走行させることができる。このようにすることで、自
動運転で走行する車両３０は、通行できない又は通行困難な道路ノード５１に予期せず進
入する可能性が減少し、目的地までスムーズに走行し得る。その結果、車両３０又は情報
処理装置のユーザの利便性が向上され得る。
【０１０１】
　自動運転で走行する車両３０は、通行するために切り返し等の複雑な運転操作を必要と
する道路ノード５１を、運転者の技術によらず、高い再現性で通行し得る。情報処理シス
テム１は、自動運転で走行する車両３０が対象ノードを通行できるかを判定する際に道路
の周囲に位置する障害物との間に設定するクリアランスを小さくしてもよい。逆に、情報
処理システム１は、自動運転で走行する車両３０に予期しない状況が発生して走行不能に
なりにくいように、道路の周囲に位置する障害物との間に設定するクリアランスを大きく
してもよい。
【０１０２】
　本開示に係る実施形態について、諸図面及び実施例に基づき説明してきたが、当業者で
あれば本開示に基づき種々の変形及び修正を行うことが容易であることに注意されたい。
したがって、これらの変形及び修正は本開示の範囲に含まれることに留意されたい。例え
ば、各手段又は各ステップ等に含まれる機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能で
あり、複数の手段又はステップ等を１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが
可能である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　情報処理システム
　１０（１０ａ、１０ｂ、１０ｃ）　端末装置（１１：端末制御部、１２：端末通信部、
１３：表示部、１４：位置情報取得部、１５：入力部）
　２０　サーバ（２２：サーバ制御部、２４：サーバ通信部）
　３０（３０Ａ、３０Ｂ）　車両（３２：車両制御部、３４：車両通信部、３６：位置情
報取得部、４１：左前方角部、４２：左前輪、４４：右前輪、４６：左後輪、４８：右後
輪、４１Ｔ、４２Ｔ、４４Ｔ、４６Ｔ、４８Ｔ：軌跡）
　５０　道路網
　５１　道路ノード
　５２　道路リンク（５２ＡＷ、５２ＢＷ：道路幅）
　５４　走行経路
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